
 
 

〔研修受講申込み〕 
 

   募集・申込み・受講決定の手続は，県職員は各県研修担当課，市町村職員等は各市町村等

の研修担当課を窓口として，すべてメールで行います。 

   各職員へは，所属する自治体の研修担当課(人事課等)から通知されますので，受講を希望

する職員は研修担当課へ申し込んでください。 

    (公財)東北自治研修所 研修受講申込アドレス：kensyu@thk-jc.or.jp 
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※１ 秋田県は秋田県自治研修所， 

宮城県は宮城県公務研修所 
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２か月前 

 

申込み 

１か月前 

 

受講決定 

３週間前 

 

注：セミナーは，各研修担当課から東北自治研修所へ直接お申込みください。 
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※2 一部事務組合，広域連合，

地方独立行政法人を含む。 
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